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手続きをお忘れなく !!

母子家庭等医療「医療証」の切替え
　日　　時　　７月１７日（木）～７月３１日（木）

　　　　　　　平日の８時３０分～１７時１５分（但し、木曜日は１９時まで）

　切替場所　　保険環境課 医療介護保険係（６番窓口）

　母子家庭等医療証（一人暮らしの寡婦を含む）が、８月１日で切替えになります。

現在、使われている母子家庭等医療証（一人暮らしの寡婦を含む）は、８月１日以降使用する

ことができませんので、ご注意ください。

現在、受給されている方には、別途、通知します。

詳しくは、保険環境課 医療介護保険係（☎６５・１０９７）まで、お尋ねください。

対象者の条件
　　❶ 桂川町に住所がある人

　　❷ 国民健康保険または社会保険に加入している人

　　❸ 生活保護を受けていない人

　　❹ 本人または扶養義務者の所得が一定の額を超え

ていない人

　　❺ 重度心身障害者・後期高齢者医療の適用を受け

ていない人

対象者
　【母子家庭の母】

　夫と死別または離婚した女子で、現に婚姻（婚姻
の届出をしていないが、事実上の婚姻と同様の事情
にある場合も含む）をしていない人、及びこれに準
ずる次の❶～❻に掲げる女子の人

　　❶ 夫の生死が１年以上明らかでない人

　　❷ 夫から１年以上遺棄されている人

　　❸ 夫が海外在留のため、１年以上その扶養を受け

ることができない人

　　❹ 夫が精神または身体の障害により、労働能力を

失っている人

　　❺ 夫が法令により、引き続き１年以上拘禁されて

いるため、その扶養を受けることができない人

　　❻ 婚姻によらないで母となり、現に婚姻をしてい

ない人

【母子家庭の児童】
　母子家庭の母に現在、扶養されている、３歳以上

１８歳までの児童

 【父母のいない児童】
　３歳以上１８歳までの児童で、次の❶～❻に掲

げる児童

　　❶ 父母と死別した児童

　　❷ 父母の生死が１年以上明らかでない児童

　　❸ 父母から１年以上遺棄されている児童

　　❹ 父母が海外在留のため、１年以上その扶養を

受けることができない児童

　　❺ 父母が精神または身体の障害により、労働能

力を失っているため、その扶養を受けること

ができない児童

　　❻ 父母が法令により、引き続き１年以上拘禁さ

れているため、その扶養を受けることができ

ない児童

　【一人暮らしの寡婦】
　次の❶又は❷に掲げる女子で、一人暮らしの人

　　❶ 婚姻の届出をしている配偶者と死別または離

婚した女子で、過去に母子家庭の母として児

童を扶養したことがあり、現に婚姻（婚姻の

届出をしていないが事実上の婚姻と同様の事

情にある場合を含む）をしていなくて、一人

暮らしの人

　　❷ 婚姻の届出をしている配偶者と死別または離

婚した４０歳以上の女子で、現に婚姻（婚姻
の届出をしていないが事実上の婚姻と同様の
事情にある場合を含む）をしていなくて、一

人暮らしの人

（注意）一人暮らしの寡婦を新規に申請できるのは、
平成２０年９月３０日までです。
平成２０年１０月１日以降は、新規申請は
受付できません。
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